
 

 

 

 

綾瀬市保健福祉プラザにおける 

 自動販売機設置場所の貸付に係る申込案内書 

（随意契約用） 

 

下記受付期間において申込のあった先着順となります 

 

 

 

受付期間 令和７年１０月２７日（月）～令和８年３月３１日（水） 

 受付場所 綾瀬市深谷中４丁目７番１０号 

  綾瀬市保健福祉プラザ 医療健康課（２番窓口） 

 

※上記期間内であっても、施設所管課の都合により募集を終了することがあります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

綾瀬市健康こども部医療健康課 
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自動販売機設置場所の貸付に係る申込案内書 

 

１ 貸付物件 

  設置施設：綾瀬市保健福祉プラザ（綾瀬市深谷中４－７－１０）  

 

【物件番号１】平面図①   

台数 
寸法制限（幅×奥行×高さ） 

単位：ｃｍ 
最低貸付料 
（税抜） 

販売品目 

１台 
自動販売機120×70×300 
容器回収ボックス70×50×100 

28,704円／年 
飲料 

（缶・ペットボトル） 

参考売上本数 
(缶･ペットボトル) 

令和４年度：4,948本（令和 4年4月1日～令和5年3月31日） 
令和５年度：4,640本（令和 5年4月1日～令和6年3月31日） 
令和６年度：3,257本（令和 6年4月1日～令和7年3月31日） 

 

【物件番号２】平面図④ 

台数 
寸法制限（幅×奥行×高さ） 

単位：ｃｍ 
最低貸付料 
（税抜） 

販売品目 

１台 
自動販売機120×70×300 
容器回収ボックス70×50×100 

28,704円／年 
飲料 

（缶・ペットボトル） 

参考売上本数 
(缶･ペットボトル) 

令和３年１０月～令和５年９月まで１階に設置 
令和５年度：1,542本（令和 5年4月1日～令和5年9月30日） 

  354本（令和 5年10月1日～令和6年3月31日） 
令和６年度： 788本（令和 6年4月1日～令和7年3月31日） 
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【自動販売機設置場所平面図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 貸付期間 

 契約締結日の翌月１日から起算して３６か月（３年間） 

（契約締結日から翌月までの期間が短い等、速やかな設置が難しい場合は別途

施設管理者と協議することとする。） 
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３ 日程 

項 目 日 程 

受付期間 
令和７年１０月２７日（月）から令和８年３月３１日（火）まで 

※土・日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで 

受付場所 綾瀬市役所保健福祉プラザ１階 医療健康課（２番窓口） 

契約締結 

・必要書類提出後に契約を締結します。 

・賃貸借契約開始日は、契約締結日から１か月以内の日で設定す

るものとします。 

 

４ 申込参加資格 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

(2) 引き続き２年以上自動販売機事業を営んでいること（綾瀬市において、自動販

売機の設置に関して行政財産の目的外使用許可を引き続き２年以上受けている場

合も含む）。 

(3) 申込受付期間開始の日から現在までの間、綾瀬市から指名停止措置を受けてい  

ないこと。 

(4) 会社更生法第１７条の規定に基づく更正手続開始の申立てがなされていないも

の又は民事再生法第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていな

いものであること。 

(5) 次のアからオに該当しないこと。 

ア 綾瀬市暴力団排除条例（平成２３年綾瀬市条例第９号。以下「市条例」と 

いう。）第２条第２号に定める暴力団  

イ 市条例第２条第４号に定める暴力団員等  

ウ 市条例第２条第５号に定める暴力団経営支配法人等 

エ 市条例第２条第４号に定める暴力団員等と密接な関係を有すると認められる

者（法人その他の団体にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役、

執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員等と密接な関係を有すると

認められるものをいう。）  

オ 神奈川県暴力団排除条例第２３条第１項又は第２項に違反している事実があ

る者  

(6) 個人の場合は、綾瀬市に住所を有し、法人の場合は、神奈川県内に本店（主た
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る事務所）又は支店、営業所を有すること。 

(7) 国税及び住民登録地又は本店所在地における市税の未納がないこと。 

(8) 令和４年度から令和６年度の間に国（公社、公団を含む）、綾瀬市又は他の地

方公共団体と種類（自動販売機設置場所の貸付契約、行政財産の目的外使用許可

又は公園施設設置許可）を同じくする契約を１回以上にわたって締結し、これら

をすべて誠実に履行したもの。 

 

５ 契約上の主な条件 

(1) 契約の内容 

   本件の貸付契約は、地方自治法第２３８条の４第２項第４号の規定に基づく貸

付となります。 

(2) 貸付料 

   貸付料の総額は、希望賃料×１．１０（消費税）×３（年）により算出した額

とします（小数点以下は切捨て）。ただし、消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）等の改正によって消費税等の額に変動が生じた場合は、希望賃料に相当額を

加減して支払うことになります。綾瀬市が発行する納入通知書により、納付して

ください。 

なお、納付額は年度ごととなり、納期限は当該年度の４月３０日（納期限が金

融機関休業日の場合は、金融機関の翌営業日）となります。ただし、令和７年度

分の納期限は契約締結日の翌月末日までとします。 

(3) 設置機器の仕様 

ア 貸付物件が自治体の公共施設内にあることを鑑み、省電力やノンフロン対応

など、環境負荷を低減した自動販売機とすること。 

イ ユニバーサルデザインの仕様を施した自動販売機とすること。 

ウ 日本工業規格の据付基準や日本自動販売機工業会の自販機据付基準マニュア

ルを遵守し、転倒防止等の安全確保に努めること。 

エ 物件番号１、２ともに、災害時に、飲料を無料で取り出すことができる災害

ベンダーの機能を有するものとすること。 

(4) 設置条件 

ア 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費（電力使用量計測用子メーター設

置費用を含む。）、工事等の実施による移設費、維持管理等にかかる一切の費
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用は設置事業者の負担とすること。 

イ 自動販売機及び容器回収ボックスの設置にあたっては、施設の躯体に負担が

かからない方法により、転倒防止などの安全対策を講じること。 

ウ 光熱水費は、事業者の負担とし、計測用子メーターを設置し、それによる実

費を綾瀬市が発行する納入通知書により、毎月指定する納期限までに納付する

こと。 

エ 販売品目は清涼飲料水とし、酒類の販売は行わないこと。 

オ 一品目あたりの価格については、標準価格を上回る価格で販売しないこと。

また、販売品目について施設管理者と協議するものとする。 

カ 設置日は原則として契約締結日の月末日とし、設置が同日より遅れる場合は、

速やかに相談・協議すること。ただし、設置日にかかわらず、賃料は契約締結

日の翌月１日（設置日）から発生することになりますので御了承ください。 

※設置日時に関しては施設管理者と事前に十分調整すること。なお、契約締結

日から翌月までの期間が短い等、速やかな設置が難しい場合は別途施設管理者

と協議することとする。 

(5) 維持管理 

ア 商品の補充、金銭管理等の維持管理については、設置事業者が責任をもって

行うこと。また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切

に行うこと。 

イ 自動販売機に併設して、販売する飲料容器の種類に応じた容器回収ボックス

を設置し、設置事業者の責任において適切に回収・リサイクルを行うこと。 

※物件番号１は、回収ボックスが他社の回収ボックスと混在することになりま

す。 

ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令の遵守、徹底を図るとともに、

関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅延なく手続きを行うこと。 

エ 自動販売機の設置するに当たっては、据付面を十分に確認したうえで安全に

設置すること。 

オ 自動販売機設置に伴う事故については、綾瀬市の責に帰する事由による場合

を除き、設置事業者がその責を負うこと。 

カ 自動販売機に係る盗難事故や破損事故については、綾瀬市の責によることが

明らかな場合を除き、綾瀬市は一切の責を負わないこととする。また、設置事
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業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担によりす

みやかに復旧すること。 

キ 自動販売機の故障及び問い合わせについては、自動販売機の見やすい場所へ

連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。 

ク 自動販売機設置に起因する施設内清掃、美化、故障等のトラブル等の対応に

ついては、施設管理者と協議すること。 

ケ 事業者は、半期ごとの売上数及び売上額を、翌月末日までに売上報告書（様

式８）により報告すること。 

(6) 原状回復 

設置事業者は、貸付期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、綾瀬

市が指定する日までに速やかに原状回復すること。 

なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を綾瀬市に請求することがで

きない。 

 

６ 申込手続き 

(1) 申込受付期間 

・令和７年１０月２７日（月）～令和８年３月３１日（水） 

※土・日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで 

・先着順の受付になります。なお、提出先に、同時に、複数の方の申込みがあ

ったときは、抽選とします。 

(2) 受付場所 

綾瀬市深谷中４丁目７番１０号 綾瀬市保健福祉プラザ 医療健康課 

※直接書類を持参してください。郵送による受付は行いません。 

(3) 提出書類 

ア 公有財産借受申込書（様式１） 

イ 誓約書（様式２） 

ウ 綾瀬市暴力団排除条例に係る誓約書（様式３） 

エ 証明書 ※発行後３か月以内のものとします。 

個人の場合：印鑑登録証明書、身分証明書 

法人の場合：印鑑証明書、登記事項証明書（現在事項証明書又は代表者事項

証明書） 
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 オ 納税証明書 ※発行後３か月以内、最新年分のものとします。 

個人の場合：国税（申告所得税、消費税・地方消費税）、住民登録地の市税

（市県民税）の納税証明書 

法人の場合：国税（法人税、消費税・地方消費税）、本店（主たる事務所）

所在地の市税（法人市民税）の納税証明書 

※非課税の税目がある場合は、非課税証明書を提出してください。 

  カ 令和４年度から令和６年度の間に国（公社、公団を含む）、綾瀬市又は他の

地方公共団体と種類を同じくする契約（自動販売機設置場所の貸付契約、行政

財産の目的外使用許可又は公園施設設置許可）を１回以上にわたって締結した

ことの証明。 

※貸付契約書、行政財産の目的外使用許可書又は 公園施設設置（管理）許可

書の写しでこの証明とすることができるものとします。 

※綾瀬市の指名競争入札参加資格者名簿に登載されている場合は、提出の必要

はありません。 

  キ 設置を予定している自動販売機の仕様がわかる書類（カタログ可） 

(4) 申込に当たっての注意事項 

ア 先着順の受付になります。なお、提出先に、同時に、複数の方の申込みがあ

ったときは、抽選とします。 

  イ 公有財産借受申込書に記載する金額は、最低貸付料（年額）（申込案内書の

p.２または仕様書を参照のこと。）以上の１年間の貸付料の金額（消費税を加

算しない金額）を記入してください。  

  ウ 公有財産借受申込書には、希望賃料のほか指定事項を記載し、記名押印して

ください。  

    ※貸付物件ごとに受付を行いますので、複数の物件を申し込む場合は、申し込

む物件の数だけ公有財産借受申込書をご用意ください。 

   ※押印を省略する場合は、公有財産借受申込書の責任者連絡先欄に必要事項を

記載してください。 

  エ 公有財産借受申込書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押印して

ください。 

※金額は訂正することができません。金額を訂正する場合は、新しい公有財

産借受申込書に記載し直してください。 
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オ 提出した公有財産借受申込書の書換え、引換え、又は撤回をすることはでき

ません。 

(5) 申込の無効 

次のいずれかに該当すると認めた申込は、無効とします。 

ア 申込を行う資格のない者が申込したもの 

イ 委任状を持参しない代理人の申込 

※代理人が申込をする場合は、委任状（様式４）の提出が必要となります。 

ウ 公有財産借受申込書に記名及び押印（責任者連絡先欄に必要事項の記載がある

ものを除く）のない申込 

エ 公有財産借受申込書記載の金額、氏名、その他申込要件の記載が確認できな

い申込 

オ 同一事項の申込に対して、２通以上の公有財産借受申込書を提出した申込 

カ 他人の代理を兼ね又は２者以上の代理をした者の申込 

  キ 最低貸付料より低い金額の申込 

ク 不正な行為のあった申込 

ケ その他、担当職員が特に指定した事項に違反したもの 

(6) 申込期間の延期 

天災その他やむを得ない理由があるとき又は申込者に不正があると認めるとき

は、申込期間を延長し、申込を拒み、又は募集を中止することがあります。 

 

７ 契約の締結 

(1) 申込者と綾瀬市は、公有財産賃貸借契約書（様式５）により契約を締結します。 

(2) 契約の締結及び履行に関する費用については、申込者の負担となります。 

(3) 契約金額は、希望賃料×１．１０（消費税）×３（年）（小数点以下は切捨て）

により算出した額とします。 

(4) 契約保証金 免除  

(5) 契約期間中に会社の名称変更、合併などがあった場合も、契約内容を引き継ぐ

ものとします。 

 

８ 契約締結結果の公表 

 申込結果については、その内容（貸付物件、借受金額、借受者）を綾瀬市ホームペ
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ージにて公表します。 

 

９ その他 

(1) 事情により予告なく募集を変更し、又は取り止める場合があります。 

(2) 本申込案内書に定めるもののほか、地方自治法、同施行令、綾瀬市公有財産規

則、同契約規則、その他関係法令等の定めるところによります。 

 

１０ 問い合わせ先 

 〒２５２－１１０７ 

神奈川県綾瀬市深谷中４丁目７番１０号 

  綾瀬市健康こども部医療健康課 

  電話 ０４６７－５５－８１６１（直通） 

 

１１ 自動販売機位置図 

自動販売機位置図は、物件概要を把握するための参考資料ですので、現地の状況

については、必ずご自身で調査・確認の上、お申込ください。なお、位置図と現地

の現況が異なる場合は、現況が優先されます。 
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様式１ 

 

公有財産借受申込書 

令和  年  月  日  

（宛先）綾瀬市長 

 

申込人  住所又は所在地 

                   氏名又は名称 

                   代表者名             印 

                  代理人              印 

 

次の金額で借り受けしたいので、関係書類を熟読の上、綾瀬市契約規則を遵守し申

込みます。 

 

件名：綾瀬市保健福祉プラザにおける自動販売機設置場所貸付 

(注) １ 申込物件ごとに提出してください。 

２ 算用数字を使用し、最初の数字の前に「￥」又は「金」を記入してください。 

   ３ 記載する金額は、１年間の貸付料の金額で、消費税を加算しない金額を記入してください。 

４ 代理人による入札の場合は、委任状に押印した印鑑と同じ印鑑を使用してください。 

 

※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 
（連絡先は、２以上記載すること） 

本件責任者       

商号又は名称   

部署名   

担当者氏名   

連絡先①   

連絡先②   

物件番号 
希望賃料（年額） 

 百万   千   円 
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様式２ 

 

誓  約  書 

 

令和  年  月  日  

 

（宛先）綾瀬市長 

 

誓約者  住所又は所在地 

                   氏名又は名称 

                   代表者名            印 

 

 

 綾瀬市保健福祉プラザにおける自動販売機設置場所貸付の申込みにあたり、次の事

項について誓約します。 

 

 

記 

 

１ 現在、地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しておりません。 

２ 会社更生法第１７条の規定に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法第２１

条の規定に基づく再生手続開始の申立てはされておりません。 

３ 設置場所の状況、申込案内書及び仕様書の内容を承知のうえで参加します。 

 

以上 
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様式３ 

綾瀬市暴力団排除条例に係る誓約書 

 

令和  年  月  日 

（宛先）綾瀬市長 

誓約者  住所又は所在地 

                   氏名又は名称 

                   代表者名            印 

 

綾瀬市保健福祉プラザにおける自動販売機設置場所貸付の申込みにあたり、次の事

項について誓約します。 

  

記 

 

１ 誓約者（法人の場合、法人及び役員）は、次の各号に掲げる者には該当しません。  

(1) 綾瀬市暴力団排除条例（平成２３年綾瀬市条例第９号。以下「市条例」という。）

第２条第２号に定める暴力団  

(2) 市条例第２条第４号に定める暴力団員等  

(3) 市条例第２条第５号に定める暴力団経営支配法人等  

(4) 市条例第２条第４号に定める暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者

（法人その他の団体にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員等と密接な関係を有すると認めら

れるものをいう。）  

(5) 神奈川県暴力団排除条例第２３条第１項又は第２項に違反している事実がある

者  

２ 上記１に該当する者でないことを確認するため、綾瀬市から氏名（法人の場合は

役員）、住所、生年月日、性別等の情報提供を求められたときには、それらの情報

を証明する公的書類（住民票等）を添付の上、速やかに書面により提出します。 

また、綾瀬市がそれらの情報を神奈川県警察本部長に照会することについて同意

します。 

以上 
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様式４ 

 

委  任  状 

 

 

令和  年  月  日  

（宛先）綾瀬市長 

 

委任者  住所又は所在地 

                   氏名又は名称 

                   代表者名             印 

 

私は、次の者を代理人と定め、綾瀬市保健福祉プラザにおける自動販売機設置場所

貸付の申込に関する一切の権限を委任します。 

 

 

（代理人） 

氏 名             印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 
（連絡先は、２以上記載すること） 

本件責任者       

商号又は名称   

部署名   

担当者氏名   

連絡先①   

連絡先②   
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自動販売機設置場所の貸付に係る仕様書 

 

１ 貸付物件 

  設置施設：綾瀬市保健福祉プラザ（綾瀬市深谷中４－７－１０）  

 

【物件番号１】平面図①   

台数 
寸法制限（幅×奥行×高さ） 

単位：ｃｍ 
最低貸付料 
（税抜） 

販売品目 

１台 
自動販売機120×70×300 
容器回収ボックス70×50×100 

28,704円／年 
飲料 

（缶・ペットボトル） 

参考売上本数 
(缶･ペットボトル) 

令和４年度：4,948本（令和 4年4月1日～令和5年3月31日） 
令和５年度：4,640本（令和 5年4月1日～令和6年3月31日） 
令和６年度：3,257本（令和 6年4月1日～令和7年3月31日） 

 

【物件番号２】平面図④ 

台数 
寸法制限（幅×奥行×高さ） 

単位：ｃｍ 
最低貸付料 
（税抜） 

販売品目 

１台 
自動販売機120×70×300 
容器回収ボックス70×50×100 

28,704円／年 
飲料 

（缶・ペットボトル） 

参考売上本数 
(缶･ペットボトル) 

令和３年１０月～令和５年９月まで１階に設置 
令和５年度：1,542本（令和 5年4月1日～令和5年9月30日） 

  354本（令和 5年10月1日～令和6年3月31日） 
令和６年度： 788本（令和 6年4月1日～令和7年3月31日） 
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【自動販売機平面図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 貸付期間 

契約締結日の翌月１日から起算して３６か月（３年間） 

（契約締結日から翌月までの期間が短い等、速やかな設置が難しい場合は別途施設

管理者と協議することとする。） 

 

３ 設置機器の仕様 

(1) 貸付物件が自治体の公共施設内にあることを鑑み、省電力やノンフロン対応な

ど、環境負荷を低減した自動販売機とすること。 

(2) ユニバーサルデザインの仕様を施した自動販売機とすること。 

(3) 日本工業規格の据付基準や日本自動販売機工業会の自販機据付基準マニュアル

を遵守し、転倒防止等の安全確保に努めること。 
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(4) 物件番号１、２ともに、災害時に、飲料を無料で取り出すことができる災害ベ

ンダーの機能を有するものとすること。 

 

４ 設置条件 

(1) 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費（電力使用量計測用子メーター設置

費用を含む。）、工事等の実施による移設費、維持管理等にかかる一切の費用は

設置事業者の負担とすること。 

(2) 自動販売機及び容器回収ボックスの設置にあたっては、施設の躯体に負担がか

からない方法により、転倒防止などの安全対策を講じること。 

(3) 光熱水費は、設置事業者の負担とし、計測用子メーターを設置し、それによる

実費を綾瀬市が発行する納入通知書により、毎月指定する納期限までに納付する

こと。 

(4) 販売品目は清涼飲料水とし、酒類の販売は行わないこと。 

(5) 一品目あたりの価格については、標準価格を上回る価格で販売しないこと。ま

た、販売品目について施設管理者と協議するものとする。 

(6) 設置日は原則として契約締結日の月末日とし、設置が同日より遅れる場合は、

速やかに相談・協議すること。ただし、設置日にかかわらず、賃料は契約締結日

の翌月１日から発生することになりますので御了承ください。 

※設置日時に関しては施設管理者と事前に十分調整すること。なお、契約締結日

から翌月までの期間が短い等、速やかな設置が難しい場合は別途施設管理者と協

議することとする。 

 

５ 維持管理 

(1) 商品の補充、金銭管理等の維持管理については、設置事業者が責任をもって行

うこと。また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行

うこと。 

(2) 自動販売機に併設して、販売する飲料容器の種類に応じた容器回収ボックスを

設置し、設置事業者の責任において適切に回収・リサイクルを行うこと。 

※物件番号１は、回収ボックスが他社の回収ボックスと混在することになります。 

(3) 衛生管理及び感染症対策については、関係法令の遵守、徹底を図るとともに、

関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅延なく手続きを行うこと。 
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自動販売機の設置するに当たっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設

置すること。 

(4) 自動販売機設置に伴う事故については、綾瀬市の責に帰する事由による場合を

除き、設置事業者がその責を負うこと。 

(5) 自動販売機に係る盗難事故や破損事故については、綾瀬市の責によることが明

らかな場合を除き、綾瀬市は一切の責を負わないこととする。また、設置事業者

は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担によりすみやか

に復旧すること。 

(6) 自動販売機の故障及び問い合わせについては、自動販売機の見やすい場所へ連

絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。 

(7) 自動販売機設置に起因する施設内清掃、美化、故障等のトラブル等の対応につ

いては、施設管理者と協議すること。 

(8) 設置事業者は、半期ごとの売上数及び売上額を、翌月末日までに売上報告書（

様式８）により報告すること。 

 

６ その他 

設置事業者は、契約期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、綾瀬市

が指定する日までに速やかに原状回復すること。なお、原状回復に際し、設置事業

者は一切の補償を綾瀬市に請求することができない。 
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様式５ 

公有財産賃貸借契約書（案） 

 

 綾瀬市（以下「貸付人」という。）と○○○○○○○○○○（以下「借受人」とい

う。）とは、次の条項により公有財産の賃貸借契約を締結する。 

 

（信義誠実等の義務） 

第１条 貸付人及び借受人は、信義を重んじ、誠実に本件契約を履行しなければなら

ない。 

２ 借受人は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように

留意しなければならない。 

（目的） 

第２条 借受人は、貸付人が所有する公有財産の一部場所を、自動販売機の設置を目

的として借り受け、その貸付契約により発生した貸付料を、貸付人に支払うものと

する。 

２ 借受人は、前項の目的を変更してはならない。 

３ 借受人は、貸付物件を第１項の用途に供するにあたっては、別紙仕様書に記載の

内容を遵守しなければならない。 

（貸付物件） 

第３条 貸付物件は次のとおりとする。 

設置施設 綾瀬市保健福祉プラザ 所在地 綾瀬市深谷中４丁目７番１０号 

設置場所 ○階 貸付面積 １㎡ 

設置台数 自動販売機 ○台 

 

（貸付期間） 

第４条 貸付の契約期間は、令和〇年〇月１日から令和〇年〇月〇日までとする。 

（貸付料） 

第５条 期間内の貸付料は、金   円（消費税及び地方消費税を含む）とする。 

２ 借受人は、前項に定める貸付料を、次のとおり、貸付人の発行する納入通知書に

より納付しなければならない。 
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年   度 納 付 金 額 納 入 期 限 

令和〇年度 

（令和〇年〇月～令和〇年〇月分） 
○○○○円 ○年○月○日 

令和〇年度 

（令和〇年〇月～令和〇年〇月分） 
○○○○円 ○年○月○日 

令和〇年度 

（令和〇年〇月～令和〇年〇月分） 
○○○○円 ○年○月○日 

令和〇年度 

（令和〇年〇月～令和〇年〇月分） 
○○○○円 ○年○月○日 

（電気料金の支払い） 

第６条 借受人は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気の使用量を計測する子

メーターを、借受人の負担により設置するものとする。 

２ 貸付人は、本件自動販売機が設置された施設全体の電気使用量及び使用料金を基

に、子メーターが表示する使用量から按分した使用料金を算出し、借受人に請求す

るものとする。 

３ 借受人は、前項により算出された電気使用料金を、貸付人が発行した納入通知書

により、指定する期日までに納付しなければならない。 

（延滞金） 

第７条 借受人は、前２条に定める納入期限までに貸付料及び電気料（以下「貸付料

等」という。）を納入しなかったときは、納入期限の翌日から納付の日までの日数

に応じて、綾瀬市諸収入金に対する延滞金徴収条例（昭和６３年綾瀬市条例第５号

）の定めるところにより、延滞金を支払わなければならない。 

（契約不適合責任） 

第８条 借受人は、本契約締結後、貸付物件に数量の不足その他の契約の内容に適合

しないものを発見しても、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができな

い。 

（維持保全義務） 

第９条 借受人は、貸付物件を、善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなけれ

ばならない。 

２ 借受人は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況

を報告しなければならない。 

（維持修繕） 
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第１０条 貸付人は、貸付物件の維持補修の責を負わない。 

２ 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、すべて借受人の

負担とする。 

（転貸等の禁止） 

第１１条 借受人は、貸付人の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡し、

若しくは貸付物件を転貸し、又は貸付物件の使用目的を変更してはならない。 

（実地調査等） 

第１２条 貸付人は、必要と認めるときは、貸付物件を調査し、又は借受人に報告若

しくは資料の提出を求めることができるものとする。この場合において、借受人は、

その調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

（契約の解除） 

第１３条 貸付人は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除

することができるものとし、このために借受人に損害が生じても、貸付人は、その

責を負わないものとする。 

(1) 借受人が、本契約に定める義務を履行しないとき。 

(2) 手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。 

(3) 差押・仮差押・仮処分、競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立てを受

けたとき。 

(4) 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立てをし

たとき。 

(5) 貸付人の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 

(6) 借受人の信用が著しく失墜したと貸付人が認めたとき。 

(7) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、

又は事実上営業を停止したとき。 

(8) 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行う

こと等により、貸付人が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。 

(9) 貸付物件及び貸付物件が所在する施設の行政財産としての用途又は目的を借受

人が妨げると貸付人が認めたとき。 

(10)貸付料その他の債務の支払いを納入期限から３か月以上怠ったとき。 

(11)その他前各号に準ずる事由により、貸付人が契約を継続しがたいと認めたとき。 

２ 貸付人は、公用、公共用又は公益事業の用に供するため貸付物件を必要とすると
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きは、この契約を解除することができる。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１４条 貸付人は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解

除することができる。この場合において、解除により借受人に損害が生じても、貸

付人はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

(1) 借受人が個人である場合には、その者が、綾瀬市暴力団排除条例（平成２３年

綾瀬市条例第９号。以下本条において「条例」という。）第２条第３号に定める

暴力団員又は第４号に定める暴力団員等（以下本条及び次条において「暴力団員

等」という。）と認められるとき、又は法人等（法人又は団体をいう。）が、条

例第２条第５号に定める暴力団経営支配法人等と認められるとき。 

(2) 借受人が、神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。以下

本条において「県条例」という。）第２３条第１項に違反したと認められるとき。 

(3) 借受人が、県条例第２３条第２項に違反したと認められるとき。 

(4) 借受人又は役員等（借受人が個人である場合にはその者を、借受人が法人等で

ある場合には役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に

対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支

配力を有する者と認められる者を含む。）、支店又は営業所（常時業務の契約を

締結する事務所をいう。）の代表者をいう。）が、暴力団員等と密接な関係を有

していると認められたとき。 

２ 前項の規定により、貸付人が契約を解除した場合においては、借受人は、契約金

額の１００分の１０に相当する額を貸付人に違約金として、貸付人の指定する期間

内に支払わなければならない。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第１５条 借受人は、契約の履行に当たって、暴力団員等から不当に介入を受けた場

合は、遅滞なく貸付人に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な

協力をしなければならない。 

２ 借受人は、暴力団員等から不当に介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生

じるおそれがある場合は、貸付人と履行期限に関する協議を行わなければならない。 

３ 借受人は、暴力団又は暴力団員等からの不当な介入による被害を受けた場合は、

その旨を直ちに貸付人に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出
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しなければならない。 

（違約金） 

第１６条 借受人は、第４条に規定する契約期間中に、第２条及び第１１条に定める

義務に違反したときは、第５条に規定する貸付料の総額の１００分の１０に相当す

る額を違約金として、貸付人に支払わなければならない。 

２ 前項に規定する違約金は、違約罰であって、第１９条に定める損害賠償の予定又

はその一部とはしない。 

（相殺） 

第１７条 借受人が、違約金その他借受人の負担する金額を支払わない場合は、貸付

料その他一切の債務と相殺することができる。 

（貸付料の清算） 

第１８条 貸付人は、本契約が第１３条第１項の規定により貸付期間の中途で解除さ

れた場合において、その原因が借受人の責めに帰することができない事由によるも

のであると貸付人が認めた場合のほかは、既納の貸付料のうち未経過期間に係る部

分について、これを借受人に対して返還しない。 

２ 貸付人は、第１３条第２項の規定により、本契約が解除されたときは、既納の貸

付料のうち、借受人が貸付物件を貸付人に返還した日以降の未経過期間の貸付料を

日割計算により返還する。 

（損害賠償等） 

第１９条 借受人は、この契約に定める義務を履行しないために、貸付人に損害を与

えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（有益費の請求権の放棄） 

第２０条 借受人は、第４条に規定する契約期間が満了したとき、又は第１３条の規

定により契約が解除されたときにおいて、貸付物件に投じた有益費、必要費その他

の費用があってもこれを貸付人に請求することができない。 

（契約の費用） 

第２１条 この契約及び履行に関して必要な費用は、すべて借受人の負担とする。 

（疑義等の決定） 

第２２条 この契約に関して疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項につ

いては、貸付人、借受人協議のうえ、これを定めるものとする。 

（裁判管轄） 
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第２３条 この契約に関する訴の管轄は、綾瀬市の所在地を管轄区域とする横浜地方

裁判所とする。 

 

 

 この契約を証するため、本書２通を作成し、貸付人、借受人それぞれ１通を保管す

る。 

 

令和 年  月  日 

 

貸付人   住 所 綾瀬市早川５５０番地    

      名 称 綾瀬市 

      氏 名 綾瀬市長 橘 川 佳 彦   印 

 

借受人   住 所 

      名 称 

      氏 名                印 
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様式６ 

売 上 報 告 書 

     令和  年  月  日 

 （宛先） 医療健康課長    

      

    

住所 

氏名又は名称 

代表者 

 

 

㊞ 

       

 自動販売機の売り上げ実績について、次のとおり報告します。  

       

１ 期  間  令和 年 月 日から令和 年 月 日まで  

２ 設置施設  綾瀬市保健福祉プラザ  

３ 売 上 額      

NO 販売品目 設置場所 売上本数 売上額 備考 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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様式７ 

 

災害対応型自動販売機の飲料水等の提供に関する協定書（案） 

 

綾瀬市（以下「貸付人」という。）と○○○○（以下「借受人」という。）が令和

○○年○○月○○日に締結した公有財産賃貸借契約の災害対応型自動販売機（以下「

自販機」という。）の飲料水等の提供に関して次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、綾瀬市の区域内において地震等の大規模災害が発生した場合に

おいて、借受人が飲料水等を優先的に貸付人に提供することにより災害時緊急対応

に寄与することを目的とする。 

 

（飲料水等の提供） 

第２条 借受人は、貸付人の行政区域内において地震その他の災害により重大な被害

が発生し、貸付人の災害対策本部が設置され、その本部から飲料水等の提供につい

て要請があったときは、自動販売機内の在庫商品を無償提供するものとする。 

２ 借受人は、前項の要請を受けたときは、自販機内の飲料水等を優先的に提供する

ものとする。 

 

（自販機による飲料水等の提供方法） 

第３条 借受人は、自販機の設置場所において重大な被害が発生したときは、貸付人

が前条の規定による飲料水等の提供を受けるための自販機の操作をすることを承諾

するものとする。 

２ 貸付人は、前項の承諾があったときは、自販機の操作を行うことができるものと

し、前項の承諾があったとき以外にこの操作をしてはならない。 

 

（経費の負担） 

第４条 災害発生時における自販機の飲料水等の提供に要する費用は、借受人が負担

するものとする。 
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（協議） 

第５条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、貸付人と借受

人が協議して定めるものとする。 

 

（協定の有効期間） 

第６条 この協定の有効期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。 

 

 

 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通

を保有するものとする。 

 

令和 年  月  日 

 

貸付人   住 所 綾瀬市早川５５０番地    

      名 称 綾瀬市 

      氏 名 綾瀬市長 橘 川 佳 彦   印 

 

借受人   住 所 

      名 称 

      氏 名                印 

 


